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番 号：131368 

国 名：インドネシア 

担当部署：民間連携事業部連携推進課 

案件名：ＰＰＰ・海外投融資に係る実施促進業務（アドバイザー業務） 

 

１．担当業務、格付等 

（１）担当業務：アドバイザー業務 

（２）格 付：2号 

（３）業務の種類：有償勘定技術支援 
 

２．契約予定期間等 

（１）全体期間：2014年3月上旬から2015年3月上旬まで 

（２）業務Ｍ／Ｍ：国内 1.1Ｍ／Ｍ、現地 9.0Ｍ／Ｍ、合計 10.1Ｍ／Ｍ 

（３）業務日数：  

 
準備期

間 

第１次

派遣 

国内作

業 

第２次

派遣 

国内作

業 

第３次

派遣 

国内作

業 

第４次

派遣 

国内作

業 

第５次

派遣 

整理期

間 

5 60 2 60 2 60 2 60 1 30 10 

 

３．簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法 

（１）簡易プロポーザル提出部数：１部 

（２）見積書提出部数：１部 

（３）提出期限：2月12日(12時まで)  

（４）提出方法：専用アドレス (e-propo@jica.go.jp)への電子データの提出、 

または調達部受付（JICA本部１Ｆ）への書類の提出 

※2013 年 10 月 2日以降の公示案件（業務実施契約単独型のみ）より、電子媒体による簡易

プロポーザルの提出を試行導入します。提出方法等詳細についてはJICAホームページ（ホー

ム＞JICAについて＞調達情報＞お知らせ）をご覧ください。 

 

４．簡易プロポーザル評価項目及び配点 

（１）業務の実施方針等： 

①業務実施の基本方針 １８点 

②業務実施上のバックアップ体制等 ２点 

（２）業務従事予定者の経験・能力等： 

①類似業務の経験 ３６点 

②対象国又は同類似地域での業務経験 ２０点 

③語学力 １６点 

④その他学位、資格等 ８点 

（計１００点） 

 

類似業務 民間連携、PPP政策・制度、投融資に係る各種業務 

対象国／類似地域 インドネシア/アジア 

語学の種類 英語 

 

５．条件等 

（１）参加資格のない社等：事前評価調査に参加した会社及び個人。 
（２）必要予防接種：特になし。 
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６．業務の背景 

インドネシア政府は、国家5カ年計画（2010年から2014年）期間中に必要なインフラ投資額を1430

億米ドルと見込んでいる一方、公的資金によって賄うことができる投資額を510億米ドルと見込ん

でおり、残額については、海外を含め民間企業からの投資に強く期待している。我が国でも多く

の民間企業が同国におけるPPPによるインフラ事業に対するニーズに注目し、事業の参画に強い関

心を示している。 

JICAとしても、2010年から「協力準備調査（PPPインフラ事業）」（以下「PPP F/S」)を開始し、

民間企業によるインフラ事業の海外展開を支援しており、インドネシア向けには2010年の第1回公

募から第7回公募までに運輸交通、上下水道、環境の3セクターにおいて合計13件の調査を採択し

ている。加えて、2012年10月には海外投融資が本格再開されたことから、今後インドネシアにお

いて、PPP F/Sを経た海外投融資案件（PPPインフラ案件）が増加し、かかる案件の調査・審査に

関する情報収集や現地政府との調整、その他現地での業務負担が増大することが見込まれる。 

 PPPインフラ事業に係る海外投融資案件の具体化を進めていく上では、現地政府関係者との協

議を通じて事業の必要性または有益性につき理解を深め、事業実施に向けた必要なサポートを取

り付けることが不可欠である。一方で、これまで途上国政府関係者等と対話を行ってきた中で、

①海外投融資のスキームに対する理解が不十分である、②PPP案件の実施に向けた現地政府による

役割・支援の重要性が理解されていない、③PPP案件に関連する法制度や組織体制が未整備または

整備の途上であることが事業化の障壁となっている、④現地政府を含めた事業関係者間のコンセ

ンサス形成が難航する、といった課題が明らかになってきた。 

以上から、インドネシア政府によるPPPインフラ事業推進に向けた共通基盤の強化を目的に、

JICAは円借款附帯技プロ（PPPネットワーク機能強化プロジェクト等）による支援を行ってきてい

るが、今後JICAが海外投融資によるPPPインフラ事業の具体化支援を進める上では、個別案件レベ

ルでも現地の関係政府機関との対話を重ねて理解を得るとともに、JICAとしても事業出資者とな

る本邦民間企業に対し的確な助言を行っていくことが必要である。 

かかる背景を踏まえ、本業務は、インドネシアにおけるPPPインフラ事業の円滑な事業化に向け、

①現地政府関係機関のPPP F/S及び海外投融資スキームの理解促進、②現地政府機関との個別PPP 

F/S案件及び海外投融資案件にかかる情報交換及び事業化に向けた調整、③日本企業がPPP案件の

事業化を推進する上での法制度・体制面を中心とした情報収集及び必要な助言、④日本企業に対

するインドネシアにおけるPPP案件にかかる情報発信等の活動を行うものである。かかる活動の成

果として、①インドネシア政府・民間企業への情報提供等を通じたPPP案件の潜在ニーズの掘り起

こし、②良質なPPP候補案件の発掘とPPP-F/Sの新規採択・実施、③PPP-F/S実施案件等の事業化・

海投融資案件の融資承諾が期待される（下記の成果は本業務の従事者のみにより達成されるもの

ではないが、結果的に民間連携事業部としての成果に繋がるもの）。 

 

７．業務の内容 

具体的な業務内容は以下のとおりです。 

 

【全派遣期間共通業務】 

（１） PPP F/S調査の実施支援 

① 個別 PPP F/Sの案件選定支援 

・新規に提案された PPP F/S の選定段階における案件情報や関連する政策・制度にかかる

情報収集・課題の整理。 

② 個別 PPP F/Sの調査実施支援 

・PPP F/S仮採択後（調査開始前）のインドネシア政府関係省庁・事業関係者等への調査・

事業内容の説明・協議・調整、調査実施にかかる M/D締結、キックオフ会議開催支援。 

・PPP F/S調査開始後のインドネシア政府関係省庁・事業関係者・調査団との協議・助言・

調整、インセプションレポート・インテリムレポート・ドラフトファイナルレポート等の

レビュー・コメント作成支援。 

③ PPP F/S終了後の個別案件フォローアップ 

・PPP F/S終了後の個別案件にかかる事業化に向けたフォローアップの実施（調査団・スポ
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ンサー企業およびインドネシア政府等の事業関係者等との情報交換・協議・調整等）。 

 
（２） 海外投融資候補案件の審査支援 

・海外投融資候補案件にかかる審査に必要な情報収集・分析（セクター情報、プロジェク

ト情報、スポンサー情報、インドネシア政府の計画・政策文書、統計データ等）。 

・現地に所在するスポンサー・レンダーやインドネシア政府等の事業関係者との情報交換・

協議・調整および海外投融資にかかる審査資料の作成支援。 

 

（３） MPAと JICA民間連携業務との連携強化 

・MPAにおける PPP候補案件の案件形成支援（プロジェクト進捗状況確認、課題の把握・整

理、PPPニーズ分析、本邦企業との情報交換、PPP F/Sに関する内談等）。 

・MPA技術委員会において新たに設置予定の「PPP促進対話」セッションの準備・実施支援

（インドネシア政府・本邦企業との情報交換・協議・調整、協議資料の作成支援等）およ

び同セッションへの参加を通じた PPPにかかる課題の把握・整理・分析。 

 

（４） その他 PPP促進支援および新規 PPP案件形成支援 

・PPP関連の円借款附帯技プロジェクト（実施予定のプロジェクトを含む）にかかる実施支

援。 

・PPP関連の政策・制度に関する情報収集、プログラムローン等における政策アクションへ

のインプット、対外情報発信（主に本邦企業・日本政府向け）、「PPP ハンドブック」の

アップデート等。 

・本邦企業による PPP 案件形成情報・アイデアの収集、エネルギー・運輸・上下水道分野

等の長期専門家からの PPP政策・制度および PPP候補案件にかかる情報・アイデア収集等。 

 

 

【国内準備期間（2014年3月上旬、5日間）】 

（１） インドネシアにおける PPP関連法制度や民間企業の動向等の情報を整理する。 

（２） インドネシアにおける PPP F/S案件の現状・課題等を整理する。 

（３） 民間連携事業部と現地派遣期間の業務方針を協議のうえ、ワークプランを作成する。 

 

【第1次派遣期間（2014年3月下旬～5月下旬、60日間）】 

（１） 「全期間共通業務」にかかる業務を行う。そのうち、特に下記（２）～（４）の業務に

ついて重点的に取り組むものとする。 

（２） スマトラ島小水力発電事業の事業化に向けたインドネシア政府・スポンサー企業等の事

業関係者との協議・調整。 

（３） インドネシアにおける小水力発電セクターにかかる情報収集・分析（政策・制度、民間

企業・金融機関動向等）とレポート作成。 

（４） インドネシア政府や本邦企業等との情報交換・協議を通じた新規PPP候補案件の発掘・形

成、第9回PPP F/S公示（予定）への応募に向けた助言。 

 

【国内作業期間（2014年5月下旬、2日間）】 

 現地業務結果報告書（和文）を民間連携事業部へ提出するとともに、現地での活動結果・次

回の現地派遣期間の活動予定について報告・協議を行う。 

 

【第2次派遣期間（2014年6月上旬～8月上旬、60日間）】 

（１） 「全期間共通業務」にかかる業務を行う。そのうち、特に下記（２）～（４）の業務に

ついて重点的に取り組むものとする。 

（２） スマトラ島小水力発電事業の事業化に向けたインドネシア政府・スポンサー企業等の事

業関係者との協議・調整。 

（３） 第 9回 PPPF/S公示（予定）にて新規に提案された PPP F/S案件について、選定段階にお
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ける案件情報や関連する政策・制度にかかる情報収集・課題の整理。 

（４） 第 9回 PPPF/S公示（予定）にて仮採択（調査開始前）された PPP F/S案件について、イ

ンドネシア政府関係省庁・事業関係者等への調査・事業内容の説明・協議・調整、調査

実施にかかる M/D締結、キックオフ会議開催支援。 

 

【国内作業期間（2014年8月上旬、2日間）】 

 現地業務結果報告書（和文）を民間連携事業部へ提出するとともに、現地での活動結果・次

回の現地派遣期間の活動予定について報告・協議を行う。 

 

【第3次派遣期間（2014年8月下旬～10月下旬、60日間）】 

（１） 「全期間共通業務」にかかる業務を行う。そのうち、特に下記（２）～（４）の業務に

ついて重点的に取り組むものとする。 

（２） 海外投融資審査対象案件（予定）の事業化に向けたインドネシア政府・スポンサー企業

等の事業関係者との協議・調整。 

（３） FIT制度による再生可能エネルギー発電事業や上下水道PPP事業にかかる情報収集・分析

（政策・制度、民間企業・金融機関動向等）とレポート作成。 

（４） インドネシア政府や本邦企業等との情報交換・協議を通じた新規PPP候補案件の発掘・形

成、第10回PPP F/S公示（予定）への応募に向けた助言。 

 

【国内作業期間（2014年10月下旬、2日間）】 

 現地業務結果報告書（和文）を民間連携事業部へ提出するとともに、現地での活動結果・次

回の現地派遣期間の活動予定について報告・協議を行う。 

 

【第4次派遣期間（2014年11月上旬～2015年1月上旬、60日間）】 

（１） 「全期間共通業務」にかかる業務を行う。そのうち、特に下記（２）～（４）の業務

について重点的に取り組むものとする。 

（２） 海外投融資審査対象案件（予定）の事業化に向けたインドネシア政府・スポンサー企

業等の事業関係者との協議・調整。 

（３） 第 10 回 PPPF/S 公示（予定）にて新規に提案された PPP F/S 案件について、選定段階

における案件情報や関連する政策・制度にかかる情報収集・課題の整理。 

（４） 第 10回 PPPF/S公示（予定）にて仮採択（調査開始前）された PPP F/S案件について、

インドネシア政府関係省庁・事業関係者等への調査・事業内容の説明・協議・調整、

調査実施にかかる M/D締結、キックオフ会議開催支援。 

 

【国内作業期間（2015年1月上旬、1日間）】 

 現地業務結果報告書（和文）を民間連携事業部へ提出するとともに、現地での活動結果・次

回の現地派遣期間の活動予定について報告・協議を行う。 

 

【第5次派遣期間（2015年1月下旬～2月下旬、30日間）】 

（１） 「全期間共通業務」にかかる業務を行う。そのうち、特に下記（２）・（３）の業務に

ついて重点的に取り組むものとする。 

（２） PPP 関連法制度の最新動向にかかる情報収集と「インドネシア PPP ハンドブック」の改

訂版の作成。 

（３） インドネシア政府や本邦企業等との情報交換・協議を踏まえた JICAの PPP関連スキーム

にかかる改善提言 
 

【帰国後整理期間（2015年3月上旬、10日間）】 

現地派遣期間における活動結果について専門家業務完了報告書（和文）を作成し、JICA

関係者に対して説明・報告を行う。 
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８．成果品等 

業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品は（３）

専門家業務完了報告書とする。 

 

（１）ワークプラン 

和文3部（民間連携事業部、東南アジア・大洋州部、インドネシア事務所） 

現地派遣期間中に実施する業務内容を関係者と共有するために作成。業務の具体的内容（案）

などを記載。 

（２）現地業務結果報告書 

和文3部（民間連携事業部、東南アジア・大洋州部、インドネシア事務所） 

記載項目は以下のとおり。 

①業務の具体的内容 

② 業務の達成状況 

（３）専門家業務完了報告書 

和文3部（民間連携事業部、東南アジア・大洋州部、インドネシア事務所） 

記載項目は以下のとおり。体裁は簡易製本とし、電子データを併せて提出することとする。 

① 業務の具体的内容 

② 業務の達成状況 

③ 業務実施上の課題と対応 

④ その他（別添資料として） 

・FIT制度による再生可能エネルギー発電事業にかかるセクター分析 

・「インドネシアPPPハンドブック」改訂版 

・上下水道PPP案件の動向 

・JICAのPPP関連スキームにかかる改善提言 

 

 

９．見積書作成に係る留意点 

本公示にかかる見積書の積算を行うにあたっては、「JICAコンサルタント等契約見積書作成ガ

イドライン」（http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html）を参照願い

ます。 

留意点は以下のとおり。 

（１）航空賃及び日当・宿泊料等 

航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含みます（見積書に計上して下さい）。 

航空経路は、成田⇔ジャカルタ⇔成田を標準とします。 

（２）複数年度契約 

本業務においては、年度に跨る契約（複数年度契約）を締結することとする。見積書につ

いては、年度で分けずに全業務期間分一括して作成すること。 

（３）臨時会計役の委嘱 

一般業務費については、当機構インドネシア事務所より業務従事者に対し、臨時会計役を

委嘱する予定です（当該経費は契約には含みませんので、見積書への記載は不要です）。 

臨時会計役とは、会計役としての職務（例：現地業務費の受取り、支出、精算）を必要な

期間（例：現地出張期間）に限り機構から委嘱される方のことをいいます。臨時会計役に

委嘱された方は、「善良な管理者の注意義務」をもって、経費を取り扱うことが求められ

ます。 

 

10．特記事項 

（１）業務日程／執務環境 

①現地業務日程 

現地派遣期間は2014年3月下旬～2015年2月下旬を予定していますが、ある程度の日程調

http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
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整は可能です。 

②便宜供与内容 

プロジェクトチームによる便宜供与事項は以下のとおりです。 

ア）  空港送迎 

なし 

イ）  宿舎手配 

なし 

ウ）  車両借上げ 

なし 

エ）  通訳傭上 

なし 

オ）  現地日程のアレンジ 

民間連携事業部が必要に応じアレンジします。 

カ）  執務スペースの提供 

なし 

 

（２）参考資料 

特になし。 

 

（３）その他 

業務実施契約（単独型）については、単独（１名）の業務従事者の提案を求めている制度

ですので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効とさせて頂きます。 

 

以 上 


